
工事名

工事場所

工事概要

契約年月日

契約金額

工　　期

根拠規定

1,743,500円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

　本工事は、新庁舎に整備される太陽光発電設備及び地中熱設備につい
て、再生可能エネルギーに対する認識を深め、脱炭素社会実現に向けて
普及を促進するために、新庁舎内に稼働状況や省エネ効果を表示するモ
ニターを設置する工事であります。
　本工事については、現在工事中の新庁舎内にて行われることから、工事
の実施にあたっては、建設工事との調整や施工状況の確認が必要となり、
同一業者によることが効率的で適切に工事を進められると考えます。
　よって、新庁舎の弱電設備工事の受注者である下記業者との随意契約と
する。契約相手方

の選定理由

令和7年6月11日　から　令和7年7月30日　まで

契約相手方
の商号・住所

随　意　契　約　結　果　表

庁舎建設付帯工事（再エネシステム表示モニター設置工事）

稚内市 中央3丁目　地内

新庁舎に整備する太陽光発電設備及び地中熱設備の稼働状況や省エネ
効果を表示するモニター設置工事

令和7年6月10日

稚内電気工事・品田電気 特定建設工事共同企業体

稚内市萩見5丁目33番4号


